
 

平成 28年５月 19日 

各  位 
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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 28 年６月 29 日開催予定の第 10 回定時

株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

 

記  

 

１． 定款変更の目的 

①今後の事業展開に備えるために、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するもので

あります。 

②平成28年4月１日より地域密着型通所介護が創設され、小規模な通所介護事業所（利用定員18人以下を

予定）が、市町村が指定・監督を行う地域密着型サービスに移行されたことに伴い事業目的を追加す

るものであります。 

③語句訂正その他所要の変更を加えるものであります。 

なお、現行定款第30条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりです。 

 

３． 日程 

定款変更に関する株主総会開催日  平成 28年６月 29日（水曜日） 

定款変更の効力発生日 平成 28年６月 29日（水曜日） 

 

 

 

以 上 

 



別紙 

 

変更部分を下線で示しております。 
現 行 定 款 変  更  案 

第１条 （条文省略） 

  

（目 的） 

第２条 （条文省略） 

（１）～（２） （条文省略） 

（３）．介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

介護保険法に基づく地域密着型サービスおよび

地域密着型介護予防サービス事業 

①夜間対応型訪問介護 

②認知症対応型通所介護および介護予防認知症

対応型通所介護 

③小規模多機能型居宅介護および介護予防小規

模多機能型居宅介護 

④認知症対応型共同生活介護および介護予防認

知症対応型共同生活介護 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護 

⑥以上各号に附帯関連する一切の業務 

（新設） 

  

  

  

  

  

  

（４）～（21） （条文省略） 

  

第３条～第49条 （条文省略） 

  

第１条 （現行どおり） 

  

（目 的） 

第２条 （現行どおり） 

（１）～（２） （現行どおり） 

（３）．介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

（４）．介護保険法に基づく地域密着型サービスお

よび地域密着型介護予防サービス事業 

（削除） 

①認知症対応型通所介護および介護予防認知症

対応型通所介護 

②小規模多機能型居宅介護および介護予防小規

模多機能型居宅介護 

③認知症対応型共同生活介護および介護予防認

知症対応型共同生活介護 

（削除） 

④以上各号に附帯関連する一切の業務 

（５）．介護保険法に基づく地域密着型サービス事

業 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

②夜間対応型訪問介護 

③地域密着型特定施設入居者生活介護 

④地域密着型通所介護 

⑤以上各号に附帯関連する一切の業務 

（６）～（23） （条文省略） 

  

 第３条～第49条 （現行どおり） 

  

 

 

 

 


